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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年９月２８日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月８日 ００時０５分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市御前埼南東方沖 

 御前埼灯台から真方位１２２°３.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３３.８′ 東経１３８°１７.３′） 

事故の概要 貨物船北王
ほくおう

丸は、南南西進中、また、貨物船萬
ばん

周
しゅう

丸は、西進中、

両船が衝突した。 

北王丸は、左舷船尾部に擦過傷等を生じ、また、萬周丸は、右舷船

首部ブルワークに曲損を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年１１月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 北王丸、１１,４９２トン  

１４２２２９、北星海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

１７３.０８ｍ×２７.００ｍ×２０.６２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１５,９３０kＷ、平成２６年５月２９日 

Ｂ 貨物船 萬周丸、１９９トン 

１３５５０７、株式会社萬周海運 

５６.１８ｍ×９.４０ｍ×５.３５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年６月６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５０年６月６日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２８年６月１３日 

免状有効期間満了日 平成３０年８月２４日 

航海士Ａ１ 男性 ２９歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１９年３月２０日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２８年９月１６日 

免状有効期間満了日 平成２９年３月１９日 

航海士Ａ２ 男性 ２３歳 
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三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２６年３月２７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２８年２月２日 

免状有効期間満了日 平成３１年３月２６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４６年８月２７日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２７年４月１４日 

免状有効期間満了日 平成３２年７月２６日 

航海士Ｂ 男性 ６０歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５３年１月１３日 

      免 状 交 付 年 月 日 平成２８年９月２６日 

免状有効期間満了日 平成３３年９月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に凹損を伴う擦過傷 

Ｂ 右舷船首部ブルワークに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ１及び航海士Ａ２ほか８人が乗り組み、セ

ミトレーラ２６台を積載し、大分県大分市大分港に向けて平成２８年

１１月７日２２時３０分ごろ静岡県静岡市清水港を出港し、法定灯火

を表示して自動操舵で南南西進していた。 

航海士Ａ１は、２３時３５分ごろ航海士Ａ２と共に、船長Ａから船橋

当直を引き継ぎ、約２０７°（真方位、以下同じ。）の針路及び約２

１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行していたとこ

ろ、２３時４３分ごろ、左舷前方５～６Ｍ付近にＢ船のマスト灯と緑

灯を視認した。 

航海士Ａ１は、２３時５０分ごろ、６Ｍレンジで作動させていたレ

ーダーで、Ｂ船の針路が約２６０°～２７０°で、速力が約１０knで

あることを知り、Ａ船が保持船であると思い、Ｂ船の動静を継続して

監視していた。 

 航海士Ａ１及び航海士Ａ２は、８日００時００分ごろ目視とレーダー

により、左舷前方２Ｍ付近を航行中のＢ船が右に変針したことを認

め、Ｂ船がＡ船の船尾方を通過するものと思い、針路、速力を保持し

て航行していたところ、Ｂ船の針路が原針路に戻ったのを認めた。 

 航海士Ａ１は、引き続き、Ａ船が保持船で、Ｂ船が避航船であり、

いずれＢ船がＡ船を避航するものと思い、針路及び速力を保持して航

行した。 

 Ａ船は、Ｂ船が異常に接近してきたので、航海士Ａ１がＢ船との距
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離を確認する目的で左ウイングに行き、航海士Ａ２が衝突の危険を感

じて右舵を取ったものの、御前埼南東方沖において、００時０５分ご

ろ左舷船尾部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 Ａ船は、航海士Ａ１が本事故の発生を船長Ａに知らせ、昇橋した船

長Ａが、乗組員に船体の損傷状況の確認並びに本事故の発生について

船舶所有会社への連絡及び海上保安庁への通報を指示し、その後海上

保安庁からの連絡を受け、御前崎港に入港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか２人が乗り組み、産業廃棄物を詰

めたフレコンバッグ（粉末や粒状物の荷物を保管、運搬するためのバ

ッグ）約６５０ｔを積載し、三池港に向けて１１月７日１３時５０分

ごろ京浜港横浜区を出港した。 

 Ｂ船は、法定灯火を表示し、御前埼南東方沖を約２６７°の針路及

び約９kn の速力で自動操舵により航行していたところ、２３時１５分

ごろ、航海士Ｂが、６Ｍレンジで作動させていたレーダーにより両舷

後方にそれぞれ同航船を認め、同レーダーにプロットしてその動静に

注意していた。 

 航海士Ｂは、２３時３０分ごろ、右舷後方にＡ船の灯火を視認した

が、まだ距離があるので問題ないと思い、航行を続けた。 

 航海士Ｂは、２３時４５分ごろ、右舷側の同航船がＢ船を追い越し

たのでほっとしていたところ、レーダーで、右舷後方から急速に接近

するＡ船を認め、Ａ船が追越し船でＢ船を避航するものと思い、針路

及び速力を保持し、左舷側にいた同航船に注意しながら航行した。 

航海士Ｂは、しばらくして一旦右舵を取り、すぐ原針路に戻した

後、針路及び速力を保持して航行を続けた。 

 Ｂ船は、左舷側の同航船がＢ船を追い越した後、航海士Ｂが、８日

００時０２分ごろ接近するＡ船との衝突の危険を感じ、左舵を取った

ものの、Ａ船と衝突した。 

 Ｂ船は、航海士Ｂが、Ａ船からのＶＨＦ無線電話による呼出しを受

けたものの、操船のため応対できず、安全な場所に至った後、船長Ｂ

に本事故の発生を知らせ、昇橋した船長Ｂが、航海士Ｂに船体の損傷

状況の確認を指示し、船舶所有会社に本事故の発生について連絡を行

い、その後海上保安庁からの連絡を受け、御前崎港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 その他の事項 航海士Ａ１及び航海士Ａ２は、Ｂ船の動静を不審に思ったとき、早め

に避航していれば良かったと本事故後に思った。 

航海士Ｂは、接近するＡ船との衝突の危険を感じたとき、減速して

いれば衝突を避けられたと本事故後に思った。 

Ａ船及びＢ船は、本事故前、信号を行っておらず、また、ＶＨＦ無

線電話を使用して交信しなかった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、御前埼南東方沖を南南西進中、航海士Ａ１が、左舷前方に

Ｂ船のマスト灯と緑灯を認め、Ｂ船がＡ船を避けるものと思い、Ｂ船

に対する見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船がＡ船を避

けるために十分な動作をとっていないことに気付くのが遅れ、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａ１は、左舷前方にＢ船のマスト灯と緑灯を認めたことか

ら、Ａ船とＢ船とが横切り関係にあり、また、左舷前方２Ｍ付近に接

近したＢ船が一旦右舵を取ったことから、その後Ｂ船が原針路に戻し

たものの、いずれＢ船がＡ船を避けるものと思ったものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、御前埼南東方沖を西進中、航海士Ｂが、右舷後方から接近

するＡ船を認めた際、Ａ船がＢ船を避けるものと思い、Ａ船に対する

見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船がＢ船を追い越す態

勢にあるものと思い、針路及び速力を保持して航行し、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

 航海士Ｂは、Ａ船がＢ船のマスト灯及び緑灯を視認できる範囲にい

るかどうかを確認していなかったことから、Ａ船と横切り関係にある

ことに気付かず、後方から接近するＡ船がＢ船を追い越す態勢にあ

り、Ａ船がＢ船を避けると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、御前埼南東方沖において、Ａ船が、南南西進中、

Ｂ船が、西進中、航海士Ａ１が、左舷前方にＢ船のマスト灯と緑灯を

認め、Ｂ船がＡ船を避けるものと思い、Ｂ船に対する見張りを適切に

行っておらず、また、航海士Ｂが、右舷後方から接近するＡ船を認め

た際、Ａ船がＢ船を避けるものと思い、Ａ船に対する見張りを適切に

行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・他船の避航動作に疑問があるときは早期に警告信号を行い、衝突

を避けるための最善の動作をとること。 

・接近する船舶がある場合は、レーダーを活用するなどして衝突の

おそれがあるかどうかを判断し、早期に衝突を避けるための動作

をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

    

 

 

 

静 岡 県 

御前崎市 

御前埼灯台 

御前崎港 

Ａ船 

Ｂ船 事故発生場所 
（平成２８年１１月８日 
 ００時０５分ごろ発生） 

静 岡 県 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船  位※  

対地針路※ 

（°） 

 

船首方位※ 

（°） 

 

対地速力 

（kn） 

北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

23:41:00 34-41-26.5 138-22-10.9 207.2 206 21.4 

23:42:00 34-41-07.4 138-21-58.8 207.6 207 21.5 

23:43:00 34-40-48.2 138-21-46.7 207.9 207 21.5 

23:44:00 34-40-29.1 138-21-34.5 207.7 206 21.5 

23:45:00 34-40-10.0 138-21-22.3 207.9 206 21.5 

23:46:00 34-39-50.9 138-21-10.1 207.8 207 21.5 

23:47:00 34-39-32.1 138-20-58.1 207.7 207 21.5 

23:48:00 34-39-13.1 138-20-45.8 208.1 207 21.5 

23:49:00 34-38-53.9 138-20-33.8 207.3 206 21.5 

23:50:00 34-38-34.8 138-20-21.9 207.2 206 21.5 

23:51:00 34-38-15.6 138-20-10.0 207.1 206 21.4 

23:52:00 34-37-56.5 138-19-57.9 207.1 207 21.5 

23:53:00 34-37-37.1 138-19-45.6 206.8 206 21.5 

23:54:00 34-37-18.0 138-19-33.6 207.3 207 21.5 

23:55:00 34-36-58.8 138-19-21.7 207.3 207 21.5 

23:56:00 34-36-39.6 138-19-09.7 207.9 206 21.5 

23:57:00 34-36-20.5 138-18-57.8 207.9 207 21.4 

23.58:00 34-36-01.4 138-18-45.7 207.9 207 21.5 

23:59:00 34-35-42.3 138-18-33.7 207.5 207 21.5 

00:00:06 34-35-21.6 138-18-20.7 207.5 206 21.4 

00:01:06 34-35-02.2 138-18-08.7 206.7 206 21.4 

00:02:06 34-34-43.1 138-17-56.8 206.6 206 21.3 

00:03:06 34-34-24.2 138-17-44.8 207.6 206 21.3 

00:04:06 34-34-05.2 138-17-33.0 207.5 206 21.3 

00:05:06 34-33-46.9 138-17-19.5 213.9 215 21.4 

 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナ位置である。また、対地針路及び船首方位は真方 

 位である。 

 


